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産業支援インフォメーション産業支援インフォメーション

１１産業支援課産業支援課☎☎２５－５２０８２５－５２０８

市報３月号11ページ「がんばる商店街」文中において、訂正がありましたのでお詫びいたします。
次回ナイトバザールの開催日について　誤）４月16日㈯　正）４月15日㈯

済印

よりどころ外観

　市では、秩父市チャレンジショップ「よりどころ」を
利用したい方を募集します。一緒に買継商通りを盛り上
げましょう！
募集内容
秩父銘仙のPRに寄与する製品・作品の販売・展示を行
いたい方
募集要件
・秩父地域在住の方（１市４町に住所がある方）
・秩父銘仙協同組合に所属する織元の秩父銘仙を使用・
加工した製品を販売・展示すること
・現在販売の店舗を持たない方
　※販売を希望の方のみ
・地域・商店街の活動に積極的
に参加できる方
店舗住所　番場町11番14号
その他条件
・利用料は無料です。
・利用は３か月以内で任意の日となります。
　（延長については応相談）
※その他詳細については、市Ｃをご覧い
ただくか直接お問い合わせください。
内覧も可能です（要予約）。
１産業支援課☎２５－５２０８

チャレンジフェスティバル開催
～めった集まるごうぎな祭り～

と　き　５月７日㈰午前10時～午後４時
ところ　ウニクス秩父内
内　容　秩父内外からさまざまなお店が出店！
いろいろな景品が当たる抽選会！
　先着５５０名さま（午前10時30分、午後１時、
３時の３回に分けて実施）
チャレフェスに参加しませんか？
　「チャレフェス」は、秩父の農産物や地域特産品
の魅力をより広く伝えるため、生産者や秩父の商店
主が消費者と触れ合いながら自社の商品を販売・Ｐ
Ｒできる地域参加型のイベントです。
　出展者やステージ出演者についても募集中です。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
６月４日㈰のチャレフェスは【チャレマ（チャレン
ジマーケット）】開催
　テーマは “こども”。いらなくなった服やチャイ
ルドシートなどを実際に見て、売り買いしません
か？　出展者も募集します！
１実行委員会　担当:町田 
☎０９０－８０３５－３８００
３event-chichibu@neighborhood

☆事業者向け社員研修のご案内☆
　秩父地域１市４町では、企業の従業員の皆さんを対象
に、「階層別研修」（班長、係長、課長クラス）を行います。
●中堅社員パワーアップ研修
内　容　自己の振り返り、チーム力、部下育成、コーチ
ングなど、ワークを交えながら中堅社員として必要な能
力の向上を図ります。
１．チーム力とは何か
２．チームとしての７つの出発点から学ぶチームのルール
３．中堅の絶対条件　実践すべきリーダーシップ論
　　リーダーシップの成長４段階
　　自分を律する３つの法則　等
と　き　５月22日㈪午前10時～午後５時
ところ　市民会館けやきフォーラム
定　員　30人
参加費　１人　３，０００円
１秩父地域雇用対策協議会☎２２－４４１１
　市産業支援課☎２５－５２０８

ナイトバザール３０２回
と　き　４月15日㈯午後７時～
★４月のナイトはカラダを動かして楽しもう！
　運動は健康の処方箋！
★サッカーフリースタイルパフォーマンス
★秩父屋台囃子実演会
★ナイトバザールにお店を出そう　参加者募集中！
ご希望の方は安田☎２２－０５１１まで
★福引大会…参加方法【ナイト開催時に福引き会場へ
市報のこのページをお持ちください。ナイトバザール
の福引きに１回（お１人様１枚まで）参加できます。】
市報はお返しします。景品はなくなり次第終了とさせ
ていただきます。詳しくはチラシにて。
※ 新型コロナウイルス感染状況により内容等変更にな
る場合があります。

秩父市チャレンジショップ「よりどころ」を利用しませんか？
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保険年金課からのお知らせ
１保険年金課☎２５－５２０１
各総合支所市民福祉課
吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６３
荒川☎５４－２３９５　

　いきいきとした毎日を過ごすには、健康管理が重
要なポイントです。年に１度は健診を受けて、ご自
身の健康状態を確認してみましょう。
対　象
⑴秩父市国民健康保険の加入者で本年度中に40～75
歳になる方
⑵後期高齢者医療保険の方
健診料
・64歳以下の方　１，０００円
・65歳以上の方　無料（年度内に65歳になる方は無
料）
内　容　身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査・
心電図（集団健診のみ）・医師の診察など
２集団健診の日程や個別健診の実施医療機関などの
詳細は、４月末ごろに郵送する案内をご確認ください。
⑴国民健康保険の方　送付された申込書に同封され
ている返信用封筒にて郵送で、または保険年金課、
各総合支所市民福祉課、各保健センター窓口でお申
し込みください。本年度もお住まいの地区ごとに優
先受診日を設けているため、ご希望の健診日に受診
できない場合があります。
⑵後期高齢者医療保険の方　対象者全員に、受診券
を送付します。受診を希望する医療機関へ直接お申
し込みください（市への申し込みは不要）。
※ 後期高齢者医療保険の方は個別健診のみ受診可能
です。
１保険年金課、各総合支所市民福祉課

⑴国民健康保険の方
対　象　次の条件を全て満たす方
① 検診日に国民健康保険の資格を取得してから６か
月以上経過している方
②検診日に満35歳以上の方
③ 申請時に国民健康保険税を完納している世帯に属
する方
補助額　２８，０００円（年度内１回で、検診額が
２８，０００円未満の場合はその金額）

申請窓口　保険年金課、各総合支所市民福祉課
〇指定医療機関でご受診の方　希望の指定医療機関
で人間ドックの予約をし、受診前に保険証を持参し
て窓口へ（申請は受診日の前月１日から受け付け）。
　受診時に検診料から補助額が差し引かれる「人間
ドック検診利用券」を交付します。
〇指定医療機関以外でご受診の方　人間ドックを受
診後、【★】を持参して窓口へ。申請後、補助額を
指定の口座に振り込みます。
⑵後期高齢者医療保険の方
対　象　次の条件を全て満たす方
① 検診日に６か月以上市内に在住し、後期高齢者医
療保険の被保険者の資格を有する方

②申請時に後期高齢者医療保険料を完納している方
補助額　２８，０００円（年度内１回で、検診額が
２８，０００円未満の場合はその金額）
申請窓口　保険年金課、各総合支所市民福祉課
人間ドックを受診後、【★】を持参して窓口へ。申
請後、補助額を指定の口座に振り込みます。
補助金の受取代理
　後期高齢者医療保険では、下表の一覧で※印のつ
いている医療機関において、補助金の申請をご本人
に代わり、医療機関が行う「受取代理制度」を採用
しています。ご本人は人間ドック検診料と補助金の
差額のみの支払いとなります。
１保険年金課、各総合支所市民福祉課
【★】人間ドック検診料の領収書、検診結果表の写
し、印鑑、通帳など（振込先金融機関と口座番号の
わかるもの）
注　意
　同一年度内には人間ドックと健診のどちらか１つ
の助成しか受けられません。ご注意ください。

集団健診の各会場では、がん検診が受けられます
　胸部レントゲン撮影（肺がん検診・結核健診）、
大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診
が受けられます。これらの検診は、加入している医
療保険に関係なく、対象の年齢の方はどなたでも受
診できます（事前申し込み不要）。対象の年齢など
詳しくは「令和５年度秩父市健康カレンダー」をご
覧ください。
２・１秩父保健センター☎２２－０６４８
吉田保健センター☎７７－１１１２
大滝保健センター☎５５－０１０２
荒川保健センター☎５４－２２３１

健診受けていきいき健康な毎日を！

人間ドックを受診された方に、検診費用の補助を行います
もっと詳しく検査したい　人間ドックを受けましょう

人間ドック補助制度対象検査項目
身体測定・血圧測定・心電図検査・眼科系検査・聴力検査・呼
吸機能検査・胸部X線検査・上部消化管検査（食道・胃・十二指腸）・
腹部超音波検査・血液検査・尿検査・検便・内科診察・問診
※がん検診等、オプション部分は自己負担です。

指定医療機関一覧（順不同）

※国保町立小鹿野中央病院 小鹿野町小鹿野３００
☎（７５）２３３２

　埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８
☎０４９（２７６）１５５０

※髙橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６
☎（２7）０１５５

※秩父病院 秩父市和泉町２０
☎（２２）３０２２

※秩父生協病院 秩父市阿保町１－１１
☎（２３）１３００

　秩父第一病院 秩父市中村町２－８－１４
☎（２５）０３１１

　藤間病院総合健診システム 熊谷市末広２－１３７
☎０４８（５２２）０６００

※深谷寄居医師会メディカルセンター 深谷市上柴町西３－６－１
☎０４８（５７２）２４１１

　皆野病院 皆野町大字皆野２０３１－１
☎（６２）６３００

※ 後期高齢者医療保険制度で補助金の申請を本人に代わり、医療
機関が行う「受取代理制度」を採用する病院
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①特別児童扶養手当
対　象　身体または精神に障がい（※）がある20歳未満の子どもを育ててい
る方
※ 特別児童扶養手当認定診断書により一定の障がいがあると認められた方
（おおむね身体障害者手帳１級～３級、療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方）
手当額（昨年度比）
１級　月額５３，７００円（＋１，３００円）２級　月額３５，７６０円（＋８６０円）
その他　同居の家族に一定以上の所得がある場合は一定期間支給停止にな
ります。また、対象児童が児童福祉施設等に入所している期間は受けられ
ません。
②在宅重度心身障害者手当
対　象　次のいずれかに該当する方
Ⅰ 在宅で生活している市・県民税非課税の方で、身体障害者手帳１級、２
級、療育手帳Ⓐ、Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれかをお持ち
の方
Ⅱ 20歳未満の医療的ケアを必要とする方で、身体障害者手帳１級、２級の
いずれかと療育手帳Ⓐ、Ａのいずれかを重複してお持ちの方
手当額　月額５，０００円
その他　次の方は受けられません。
・他の手当を受けている方（Ⅱ以外）
・社会福祉施設等に入所している方
・65歳以上で新たに手帳を取得した方（更新により新たに該当要件を満た
す方を含む）
③障害児福祉手当
対　象　障がいがあるため、常時介護が必要な20歳未満の方
手当額（昨年度比）　月額１５，２２０円（＋３７０円）
その他　本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間
支給停止になります。また、次の方は受けられません。
・社会福祉施設等に入所している方　・障害基礎年金を受けている方
④特別障害者手当
対　象　次のいずれかに該当する、在宅で生活している20歳以上の方
・国民年金法１級程度の障がいが２つ以上ある方
・国民年金法１級程度の障がいが１つあり、さらに国民年金法２級程度の
障がいが２つ以上ある方
・肢体不自由で、国民年金法１級程度の障がいがあり、日常生活において
常時特別な介護が必要な方
・ 内部障がいおよびその他疾患で、国民年金法１級程度の障がいがあり、
絶対安静の方
・精神障がい（知的障がいを含む）で、国民年金法１級程度の障がいがあ
り、日常生活において常時特別な介護が必要な方
手当額（昨年度比）月額２７，９８０円（＋６８０円）
その他　本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間
支給停止になります。また、　次の方は受けられません。
・社会福祉施設等に入所している方
・病院または診療所に継続して３か月を超えて入院している方
⑤重度心身障害者医療費
対　象　次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳１級～３級をお持ちの方
・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律の「障害認定」を受けた方
＊ ただし、65歳以上で新たに手帳を取得した方（更新により新たに該当要
件を満たす方を含む）は、重度心身障害者医療費の対象になりません。
助成額　医療保険を使って病院・薬局等を受診した際の医療費の一部
その他　受給資格者に一定以上の所得がある場合は、重度心身障害者医療
費の支給が停止となります。

難病患者通院交通費給付金
対　象　次のいずれかに該当する方
・特定疾患医療受給者証、指定疾患医
療受給者証、指定難病医療受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証のい
ずれかをお持ちで難病の治療のため
市外の病院等に通院している方
・慢性腎不全のため人工透析を行ってい
る方で、市外の病院等に通院している方
※ 吉田・大滝・荒川地区在住の場合、
秩父地区の病院等に通院している方
も対象
給付額
【電車またはバスを利用した場合】
　運賃（※）の２分の１の額
【自家用車を利用した場合】
　通院にかかる距離１㎞あたり４円
※ 旅客運賃割引の対象となる場合は、
割引適用後の運賃となります。
申請期間
【４月～７月分】８月１日㈫～８月15日㈫
【８月～11月分】12月１日㈮～12月15日㈮
【12月～３月分】令和６年４月１日㈪～令
和６年４月15日㈪
持ち物　各種医療受給者証または特定
疾病療養受療証、医療機関発行の領収
書等の通院記録を証明できるもの、給
付金振込先口座の名義・番号がわかる
もの、印鑑
その他　自動車等燃料費給付金を受給
している方、生活サポート事業を利用
している方は受けられません。
在宅重度心身障害者自動車等燃料費給付金
対　象　市内在住で、本人または同居
かつ同一生計の親族所有の自動車等を
自ら運転している、次のいずれかに該
当する方
① 身体障害者手帳１級～３級をお持ち
の方
② 身体障害者手帳１級～３級をお持ち
の視覚障がい者と同居かつ同一生計
で、移動支援を行っている方
③療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方
④ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの知的
障がい者と同居かつ同一生計で、移
動支援を行っている方
⑤ 精神障害者保健福祉手帳１級をお持
ちの方
給付額　使用燃料１ℓにつき50円
（１か月の限度量は自動車20ℓ、バイ
ク５ℓ）
持ち物　各種障害者手帳、運転免許証、
自動車検査証または標識交付証明書、印鑑
その他　給付金の請求には、事前に認
定申請が必要です。受給資格は、認定
された日から発生します。また、秩父
市福祉タクシー利用券の交付を受けて
いる方、難病患者通院交通費給付金を
受給している方は受けられません。

障がい者のための

福祉手当・福祉医療費
２・１障がい者福祉課☎２７－７３３１２７－７３３６
各総合支所市民福祉課
　吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
　荒川☎５４－２１１６

①～⑤の手当、医療費について、すでに受給されている方は、申請の必要
はありません。
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【交流会の様子】

【卒業式後の様子】

【講演の様子】

　昨年９月４日に秩父高校の写真部の皆さんと、今年１月21日は秩父農工科学高校の写真部の皆さんと、いずれも
ユナイテッド・シネマ　ウニクス秩父のロビーをお借りして秩父ファンクラブとの合同写真展を開催しました。
　両イベントとも写真が趣味の方や映画鑑賞のついでに立ち寄ってくれた方、各高校の写真部OBの方など若い世
代の方からご年配の方まで予想を超える多くの方にご来場いただき、秩父の魅力を再発見いただけるとても良い写
真展となりました。
　来場者の方からは、「若い方の目線がとても新鮮でした」「普段目にしている光景ですが、新しい発見ができまし
た」「このような作品をみる機会を増やしてほしいです」など、たくさんのあたたかいメッセージをいただきました。
　引き続き本年度も継続できるよう開催を検討していますので、その際には、ぜひ足を運んでいただけたらうれし
いです。

　４月29日（土・祝）より「つながる、ちちぶ」展を開催します。詳細は、25ページをご覧ください。

〈秩父市移住相談センター〉
宮側町１－７　地場産センター５階
☎２６－７９４６
西村・松本

地元高校生と秩父ファンクラブの写真展を開催！　写真を活用して地域活性化・地域の魅力発掘！！

（秩父高校）
秩父地域の高校秩父地域の高校
夢をかなえる 未来にはばたく

「他校との交流会」
　12月23日、東京都にある私立駒場学園高校との
交流会を本校で行いました。テーマは「秩父の
祭り」についてです。 若者同士、すぐに打ち解
けて、活発な交流が行われました。本校の生徒
もあらためて秩父の魅力を再認識したようです。

「令和４年度卒業式」
　３月10日、穏やかな春の日差しを浴びた桜の咲き誇る中、秩父高
校第73回卒業証書授与式が挙行されました。
この学年は、入学時から分散登校を強いら
れるなど新型コロナウイルスに翻

ほん

弄
ろう

されま
したが、修学旅行も行き先を金沢に変更し
て実施することができました。生徒たちは
皆たくましく成長してくれました。
「受験報告会」
　３月13日に卒業生による受験報告会が行われました。本年度も、
旧帝大を含む国公立大学や有名私立大学への進学、市役所等への就
職を決めた卒業生が、在校生に勉強の仕方や高校生活の過ごし方の

アドバイスを行いました。３年間、勉強
に部活に頑張った先輩たちです。１、２
年生は一生懸命聞き入っていました。こ
れからも秩父高校の伝統を紡いでいって
くれると確信しています。


